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地域在住高齢者に対する口腔機能向上事業の有効性

金子 正幸 葭原 明弘 伊藤加代子＊

高野 尚子＊＊ 藤山 友紀＊＊＊ 宮﨑 秀夫

概要：平成 18 年度より，地域支援事業の一環として口腔機能向上事業が実施されている．本調査の目的は，口腔機能向
上事業が高齢者の口腔の健康維持・増進に与える効果を検討し，今後の事業展開のための指針を得ることである．
対象者は 65 歳以上の高齢者で，基本健康診査を受診し，厚生労働省が示す特定高齢者の選定に用いる基本チェックリス
トの「半年前に比べて固い物が食べにくくなりましたか」「お茶や汁物等でむせることがありますか」「口の渇きが気になり
ますか」の 3項目すべてに該当する 55 名である．対象者に対して，口腔衛生指導や集団訓練としての機能的口腔ケアから
なる口腔機能向上事業を，4回または 6回コースとして 3カ月間実施した．口腔衛生状態，口腔機能およびQOLについて
事業前後の評価を行った．
その結果，反復唾液嚥下テスト（RSST）積算時間は，1回目：事前 7.5±5.6 秒，事後 5.6±3.1 秒，2回目：事前 16.2±9.7
秒，事後 12.4±6.9 秒，3回目：事前 25.7±14.7 秒，事後 19.4±10.9 秒と改善がみられ，2回目，3回目について，その差は
統計学的に有意であった（p＜0.01）．口腔機能についてはその他のすべての項目について，統計学的に有意な改善がみられ
た．
本調査より，新潟市における口腔機能向上事業は，高齢者の摂食・嚥下機能をはじめとした口腔機能の維持・増進に有
効であることが認められた．
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緒 言

介護保険法が施行された後，要介護・要支援高齢者数
はスタート時の約 218 万人から 5年間で約 411 万人とお
よそ 2倍に増加した．そのなかでも，特に要支援・要介
護 1といった軽症者については約 2.4 倍となり，要介護
認定者全体のおよそ半数を占めるにいたっている1）．
このような要介護度の低い者は，効果的な介入を行う

ことにより，その状態が維持，または改善される可能性
が高いことが知られている．Yoneyama ら2，3）は，歯科医
師または歯科衛生士が要介護高齢者に対して口腔清掃を
行うことで，発熱を防止し，ひいては誤嚥性肺炎の予防
が可能であることを示した．また，多田ら4）は，特別養護
老人ホーム等の入所者に関する疫学調査において，口腔

保健状況の悪化に伴い，ADLが低下することを示した．
その結果，要介護者に対する口腔ケアや歯科治療の重要
性が広く介護関係者に認識されるようになってきた．
そのようななか，平成 17 年に介護保険法が改正され，

新たに「地域支援事業」が行われることとなった．市町
村は，被保険者が要介護状態等となることを予防すると
ともに，要介護状態等となった場合においても，可能な
かぎり，地域において自立した日常生活を営むことがで
きるよう支援するため，介護予防事業，包括的支援事業
（介護予防マネジメント事業，総合相談・支援事業および
包括的・継続的マネジメント支援事業），任意事業を行う
こととなった．地域支援事業では，運動機能の向上，栄
養改善に併せ口腔機能の向上が事業項目に加わってい
る．Kikutani ら5）は，要介護高齢者に機能的口腔ケアと栄
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